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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　縦型の掃除機本体と、該掃除機本体の下方に設けられる床用吸込具と、前記掃除機本体
の上方に延びるハンドルとを備え、
　前記掃除機本体には、下方に電動送風機を配設すると共に、該電動送風機の上方位置に
前方が開口した挿入口を有する収納室を形成し、前記挿入口から収納室内に集塵容器を着
脱自在に配設し、
　前記集塵容器は、下面を開口し、該下面の開口を、前記集塵容器の収容室の奥壁側に配
置した取付部により回動自在に設けられたフィルター保持部にて閉塞し、前記フィルター
保持部に、開口部を通過する空気から塵埃を濾過するフィルターを配設すると共に、前記
集塵容器の開口部と前記フィルター保持部とによって使い捨てフィルターを挟持し、
前記集塵容器の前面にカバーを一体的に形成し、該カバーを、前記集塵容器を収容室に収
納した状態で掃除機本体の外面の一部を形成する形状に形成したことを特徴とする電気掃
除機。
【請求項２】
　前記集塵容器からはみ出した使い捨てフィルターの端部を上方に折り返した状態に保持
する手段を設けたことを特徴とする請求項１記載の電気掃除機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、集塵容器にフィルターを有する電気掃除機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　掃除機本体内に集塵容器、電動送風機収納部を有し、集塵容器内で塵埃と空気とに分離
するタイプの電気掃除機、所謂、サイクロン方式の電気掃除機は、従来の塵埃を溜めるた
めの紙パックが不必要であり、塵埃を溜めて捨てたいときに捨てることのできる簡便さか
ら広く普及している。これらサイクロン方式の電気掃除機においては、集塵容器内で塵埃
と空気を完全に分離することが困難であることから、集塵容器の排気口に塵埃を除去する
ためのフィルターが設けられている。（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　しかしながら、集塵容器のフィルターは、集塵容器内で分離されない塵埃が付着するた
め目詰まりが起こり易く、フィルターの清掃等のメンテナンスを頻繁に行わなければない
という欠点があった。
そこで、最近では、フィルターの上流側に使い捨てフィルター、例えばティッシュを装着
させて、フィルターの目詰まりを抑制し、フィルターのメンテナンス頻度を少なくした商
品が提案されている。そして、集塵容器に溜まった塵埃を集塵容器の開口部から簡単に排
出できるように、集塵容器の開口部を開閉するフィルターを設け、クランプ機構を操作す
るとフィルターが回動して、集塵容器の開口部が開くようになっている。
しかしながら、提案されている商品のクランプ機構は、集塵容器が収納される収納室の挿
入口の近傍に位置するため、使い捨てフィルターを集塵容器に装着した状態で収納室に収
納すると、集塵容器からはみ出した使い捨てフィルターが、掃除機本体からもはみ出して
しまい見栄えが悪くなるという欠点があった。
【特許文献１】特開２００４－２２９８２６号公報（Ａ４７Ｌ　９／１６）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は上記欠点に鑑みなされたもので、使い捨てフィルターが掃除機本体からはみ出
すことがない電気掃除機を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するための手段は、縦型の掃除機本体と、該掃除機本体の下方に設けら
れる床用吸込具と、前記掃除機本体の上方に延びるハンドルとを備え、前記掃除機本体に
は、下方に電動送風機を配設すると共に、該電動送風機の上方位置に前方が開口した挿入
口を有する収納室を形成し、前記挿入口から収納室内に集塵容器を着脱自在に配設し、前
記集塵容器は、下面を開口し、該下面の開口を、前記集塵容器の収容室の奥壁側に配置し
た取付部により回動自在に設けられたフィルター保持部にて閉塞し、前記フィルター保持
部に、開口部を通過する空気から塵埃を濾過するフィルターを配設すると共に、前記集塵
容器の開口部と前記フィルター保持部とによって使い捨てフィルターを挟持し、前記集塵
容器の前面にカバーを一体的に形成し、該カバーを、前記集塵容器を収容室に収納した状
態で掃除機本体の外面の一部を形成する形状に形成したことを特徴とする。
【０００７】
　前記集塵容器からはみ出した使い捨てフィルターの端部を上方に折り返した状態に保持
する手段を設けることが好ましい。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の請求項１によれば、集塵容器内に溜まった塵埃を排出する場合は、フィルター
保持部を回動させて、開口部より塵埃及び使い捨てフィルターを簡単に排出することがで
きる等の効果を奏する。
【００１０】
　本発明の請求項２によれば、使い捨てフィルターの端部を上方に折り返した状態に保持
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する手段を形成したので、使い捨てフィルターが集塵容器の外面から大きくはみ出すのを
防止することができる等の効果を奏する。
 
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
本発明の第１実施形態を図１乃至図５に基づいて以下に説明する。
図１は、本願発明の第１実施形態が適用される縦型掃除機を側面からみた側面図、図２は
、同縦型掃除機における集塵容器が収納されていないときの正面図、図３は、集塵容器の
側面図、図４は、集塵容器内の塵埃と使い捨てフィルターを排出する状態を示す状態図、
図５は、図４におけるＡ－Ａ’断面図である。
１は、本実施形態の縦型掃除機で、この縦型掃除機１は、縦長の掃除機本体２と、該掃除
機本体２の下方に回動自在に設けられた床用吸込具３と、該床用吸込具３の前方と後方に
各々設けられた車輪４と、前記掃除機本体２の上方に伸び上端側にグリップ部５が形成さ
れた筒状のハンドル６と、前記グリップ部５と前記ハンドル６との間から伸びる伸縮ホー
ス７とを備えている。
前記ハンドル６は、前記伸縮ホース７と連通するとともに、前記掃除機本体２から着脱で
きる構成となっており、抜いた状態では、前記ハンドル６の先端開口部分から塵埃を吸引
でき、挿入した状態では、先端開口部分はシール部材にて閉塞され、前記床用吸込具３か
ら塵埃を吸引できるようになっている。
８は、前記掃除機本体２の下方に内蔵された電動送風機で、吸引口を上方に向けて配置（
縦置）されている。９は、前記電動送風機８と連通する連通口で、この連通口９にフィル
ター１０が配設されている。
１１は、前記電動送風機８によって吸引された空気を旋回させて空気と塵埃とに分離し、
且つ、分離された塵埃を集塵するサイクロン方式の集塵容器である。１２は、前記集塵容
器１１の後面上方に形成された吸込口で、前記伸縮ホース７及び前記床用吸込具３と連通
するようになっている。
１３は、前記集塵容器１１の下面の開口部１４を開閉するフィルター保持部で、該フィル
ター保持部１３には、メッシュフィルター１５と、その後方（下流）にウレタンフィルタ
ー１６とが配設されており、前記開口部１４から排気される空気から前記集塵容器１１内
で分離できなかった小さい塵埃を除去するようになっている。
１７は、前記集塵容器１１の前方に位置し、後述する連結部２３の両側に形成された取付
部で、該取付部１７の孔に前記フィルター保持部１３の回転軸１３ａを挿入することによ
り、前記フィルター保持部１３が前記集塵容器１１に対し回動できるようになっている。
１８は、前記開口部１４を前記フィルター保持部１３で閉じた状態に保持するクランプ機
構で、該クランプ機構１８は、前記取付部１７と対向する位置に設けられており、前記集
塵容器１１の後面側で前記開口部１４近傍に設けられた操作レバー１９と、該操作レバー
１９を支持する支持部２０と、前記フィルター保持部１３に形成され、前記操作レバー１
９の先端部１９ａと係合する突起２１とから構成されている。
２２は、前記集塵容器１１と一体的に形成されたカバーで、前方に伸びる２つの連結部２
３からコの字状に形成され、前記取付部１７及び前記フィルター保持部１３を覆っている
。よって、図３、図５に示すように、前記取付部１７及び前記フィルター保持部１３が見
えないようになっている。
前記集塵容器１１には、図３に示すように使い捨てフィルター２４（本実施例では、市販
されているティッシュ）が、前記開口部１４と前記フィルター保持部１３とによって挟持
されて装着できるようになっている。また、使い捨てフィルター２４の端部が前記集塵容
器１１の外面に大きくはみ出さないよう、略コの字状のフレーム２５が前記フィルター保
持部１３に回動自在に取り付けられている。
２６は、前記集塵容器１１を収納する収納室で、前記電動送風機８の上方に設けられてい
る。前記収納室２６は、前方が開口した挿入口２７を有し、前記集塵容器１１を前記挿入
口２７から挿入させて収納できるようになっている。
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ところで、前記集塵容器１１に前記使い捨てフィルター２４装着した状態で前記収納室２
６に収納した際、図１に示すように前記クランプ機構１８が前記収納室２６の前記挿入口
２７と対向する奥壁２８側、即ち、前記挿入口２７から離れた位置にあるので、前記集塵
容器１１からはみ出している使い捨てフィルター２４が、前記掃除機本体２からはみ出す
ことがないように構成されている。また、前記カバー２２が前記掃除機本体２の外面の一
部を形成しているので、前記収納室２６を覆うためのカバー等の別部品が不要である。更
に、前記取付部１７及び前記フィルター保持部１３が前記カバー２２によって見えないの
で、見栄えが良い。
【００１２】
　以上のように構成された縦型掃除機１は、前記電動送風機８の駆動により前記床用吸込
具３もしくは前記ハンドル６の先端開口部分から前記集塵容器１１の前記吸込口１２に空
気が流入し、前記集塵容器１１内で大きな塵埃と空気とに分離される。小さな塵埃は、前
記開口部１４を通過する際に使い捨てフィルター２４及び前記メッシュフィルター１５、
前記ウレタンフィルター１６、更に前記連通口９の前記フィルター１０にて除去され、き
れいになった空気は前記電動送風機８を冷却して前記掃除機本体２外へ排気される。
【００１３】
　使い捨てフィルター２４を前記メッシュフィルター１５及び前記ウレタンフィルター１
６の上流側に配設することにより前記メッシュフィルター１５及び前記ウレタンフィルタ
ー１６の目詰まりを抑制できるため、前記メッシュフィルター１５及び前記ウレタンフィ
ルター１６のメンテナンスの手間を低減させることができる。また、使い捨てフィルター
２４は、前記開口部１４と前記フィルター保持部１３とによって挟持されて装着されるこ
とにより、使い捨てフィルター２４の装着性を向上させることができる。
前記集塵容器１１内に溜まった塵埃を排出する場合は、図４に示すように前記操作レバー
１９を操作すると、前記操作レバー１９の前記先端部１９ａと前記突起２１との係合が外
れ、前記フィルター保持部１３が回動し、前記開口部１４より塵埃及び使い捨てフィルタ
ー２４を簡単に排出することができる。
【００１４】
　排出が終了すると、新しい使い捨てフィルター２４を前記メッシュフィルター１５の上
面に載置し、前記フィルター保持部１３を回動した後、前記クランプ機構１８にて前記フ
ィルター保持部１３を保持する。そして、前記集塵容器１１を前記挿入口２７から挿入し
て前記収納室２６に装着する。このとき、前記クランプ機構１８が前記収納室２６の前記
挿入口２７と対向する奥壁２８側、即ち、前記挿入口２７から離れた位置にあるので、前
記クランプ機構１８からはみ出している使い捨てフィルター２４が、前記掃除機本体２か
らはみ出すことがなくなり、見栄えが悪くなるという欠点を解消することができる。
また、前記集塵容器１１の前記カバー２２が前記掃除機本体２の外面の一部を形成するの
で、前記収納室２６を覆うためのカバー等の別部品が不要であり、部品点数を少なくする
ことができる。
また、前記集塵容器１１を前記収納室２６に収納した状態では、前記取付部１７及び前記
フィルター保持部１３が前記カバー２２によって隠れてしまい、見栄えを向上させること
ができる。
尚、本実施形態では、クランプ機構１８として、操作レバー１９の先端部１９ｓをフィル
ター保持部１３の突起２１に係合させる構成としたが、突起を設けることなく操作レバー
１９の先端部１９ａで、直接、フィルター保持部１３を係合しても構わない。また、操作
レバー１９を集塵容器１１に設けたがフィルター保持部１３に設けても構わない。
また、本実施形態では、縦型掃除機タイプ（アップライト型掃除機）で説明したが、キャ
ニスタータイプに適用しても、同様の効果を奏する。
次に、本発明の第２実施形態を図６及び図７に基づいて以下に説明する。尚、第１実施形
態と同一部品については同一番号を付して説明を省略する。
【００１５】
　第２実施形態の集塵容器１１は、フィルター保持部１３の形状に特徴があるもので、図



(5) JP 4558024 B2 2010.10.6

10

20

30

40

50

６に示したフィルター保持部１３は、前記クランプ機構１８側に向かって漸次高くなるよ
う傾斜させた構成とし、逆に、図７に示したフィルター保持部１３は、前記クランプ機構
１８側に向かって漸次低くなるよう傾斜させた構成としたものである。
図６のように前記クランプ機構１８側に向かって漸次高くなるよう傾斜させた場合は、前
記取付部１７に対して前記クランプ機構１８側が漸次高くなっているので、使い捨てフィ
ルター２４を前記フィルター保持部１３の前記メッシュフィルター１５上面にセットして
前記フィルター保持部１３を回動するとき、使い捨てフィルター２４が前記メッシュフィ
ルター１５上面でずれにくくなり、使い捨てフィルター２４を確実に装着できる。
【００１６】
　図７のように前記クランプ機構１８側に向かって漸次低くなるよう傾斜させた場合は、
前記取付部１７に対して前記クランプ機構１８側が漸次低くなっているので、前記集塵容
器１１内の塵埃を前記開口部１４から排出する際に前記フィルター保持部１３を回動させ
た時、使い捨てフィルター２４が前記フィルター保持部１３に引っ掛かることなく塵埃を
排出することできる。

　次に、本発明の第３実施形態を図８乃至図１０に基づいて以下に説明する。尚、第１実
施形態及び第２実施形態と同一部品については同一番号を付して説明を省略する。
第３実施形態の集塵容器２９は、フィルタ保持部が２つ設けられている。
３０は、前記メッシュフィルター１５が保持された第１フィルター保持部で、第１取付部
３１の孔に第１回転軸３２を挿入して回動自在に装着されている。
３３は、前記第１フィルター保持部３０を前記開口部１４に閉じた状態で保持する第１ク
ランプ機構で、該第１クランプ機構３３は、第１操作レバー３４と、この第１レバー３４
を支持する第１支持部３５と、前記第１操作レバー３４の先端部３４ａが係合する第１突
起６からなる。第１実施形態と同様、使い捨てフィルター２４が前記開口部１４と前記第
１フィルター保持部３０とで挟持されて、前記集塵容器２９に装着できるようになってい
る。
３７は、前記第１フィルター保持部３０下側に形成された略四角状の連結部で、後述する
第２フィルター保持部３８が装着できるようになっている。
３８は、前記ウレタンフィルター１６が保持された第２フィルター保持部で、前記連結部
３７の前面で前記第１取付部３１の下方の位置に設けられた第２取付部３９の孔に第２回
転軸４０を挿入し、前記連結部３７に対して回動自在に装着されている。
４１は、前記第２フィルター保持部３８を前記連結部３７の開口部分に閉じた状態で保持
する第２クランプ機構で、該第２クランプ機構４１は、第２操作レバー４２と、前記連結
部３７の後面に形成され、前記第２レバー４２を支持する第２支持部４３と、前記第２操
作レバー４２の先端部４２ａが係合する第２突起４４とからなる。
上記構成により、前記集塵容器２９内に溜まった塵埃を排出するときは、図９に示すよう
に前記第１クランプ機構３３を解除すると前記第１フィルター保持部３０が回動し、使い
捨てフィルター２４とともに、前記開口部１４から塵埃を排出することができる。
【００１７】
　ところで、長期間使用を続けていると、使い捨てフィルター２４を使用したとしても前
記ウレタンフィルター１６に塵埃が付着し目詰まりしてしまう。目詰まりすると空気流路
が狭くなって吸込仕事率が低下することから、前記ウレタンフィルター１６のメンテナン
スが必要である。メンテナンス作業をする場合、第１実施形態の構成では、一つのフィル
ター保持部に前記メッシュフィルター１５と前記ウレタンフィルター１６を保持させてい
るため、前記ウレタンフィルター１６を取り出す場合、前記メッシュフィルター１５を取
り外さなければならず、非常に不便である。しかしながら、本実施形態では、前記メッシ
ュフィルター１５と前記ウレタンフィルター１６とを各々のフィルター保持部に保持させ
ているので、前記ウレタンフィルター１６取り外す場合は、前記第２のクランプ機構４１
を解除するだけでよいので、前記ウレンタンフィルター１６のメンテナンス作業を向上さ
せることができる。
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次に、本発明の第４実施形態を図１１及び図１２に基づいて以下に説明する。尚、第１実
施形態乃至第３実施形態と同一部品については同一番号を付して説明を省略する。
第４実施形態の集塵容器５０は、クランプ機構１８の位置に特徴があるもので、図１１に
示すように前記クランプ機構１８を前記挿入口２７側に配置し、前記取付部１７を前記収
納室２６の奥壁２８側に配置している。即ち、第１実施形態の配置とは逆の構成である。
第１実施形態の構成では、使い捨てフィルター２４の一部を前記掃除機本体２からはみ出
さないようにすることができるが、前記クランプ機構１８が前記連通口９の上方にあるた
め、使い捨てフィルター２４の装着状態によっては、前記クランプ機構１８から垂れ下が
る使い捨てフィルター１４で前記連通口９を塞ぐことも考えられる。従って、前記クラン
プ機構１８を前記挿入口２７側に配置することにより、前記クランプ機構１８が前記連通
口９から離れた位置となるため、前記クランプ機構１８から垂れ下がる使い捨てフィルタ
ー２４で前記連通口９を塞ぐことを防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本願発明の第１実施形態が適用される縦型掃除機を側面からみた側面図である。
【図２】同縦型掃除機における集塵容器が収納されていないときの正面図である。
【図３】集塵容器の側面図である。
【図４】集塵容器内の塵埃と使い捨てフィルターを排出する状態を示す状態図である。
【図５】図４におけるＡ－Ａ’断面図である。
【図６】本願発明の第２実施形態が適用される集塵容器の使用状態を示す状態図である。
【図７】本願発明の第２実施形態が適用される集塵容器の使用状態を示す状態図である。
【図８】本願発明の第３実施形態が適用される集塵容器を側面からみた側面図である。
【図９】同集塵容器の第１クランプ機構を解除したときの状態図である。
【図１０】同集塵容器の第２クランプ機構を解除したときの状態図である。
【図１１】本願発明の第４実施形態が適用される縦型掃除機を側面からみた側面図である
。
【図１２】同集塵容器を側面から見た側面図である。
【符号の説明】
【００１９】
　　　　　１４　　　　開口部
　　　　　１１　　　　集塵容器
　　　　　２７　　　　挿入口
　　　　　２６　　　　収納室
　　　　　　８　　　　電動送風機
　　　　　１６　　　　ウレタンフィルター
　　　　　１３　　　　フィルター保持部
　　　　　２４　　　　使い捨てフィルター
　　　　　１８　　　　クランプ機構
　　　　　２８　　　　奥壁
　　　　　１７　　　　取付部
　　　　　２２　　　　カバー
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【図３】 【図４】
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【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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